
市町村子ども・子育て支援事業計画の変更

１ 概要

子ども・子育て支援法の改正に伴い、市町村子ども・子育て支援事業計画において、

①満３歳以上限定小規模保育の必要利用定員総数等及び②特定乳児等通園支援事業者に係る必要利
用定員総数その他の乳児等通園支援の量の見込み並びに当該市町村が実施しようとする乳児等通園
支援の提供体制の確保の内容等を定めるものとされた。

２ 市町村の対応
市町村子ども・子育て支援事業計画の変更計画又は代用計画について、市町村子ども・子育て支

援会議の審議を経て、12月に策定（国の想定スケジュール）。

３ 県の対応
市町村に対し、11月末までに、変更計画又は代用計画に定める量の見込み等の県への提出を求め

ていくこととしており、県は市町村の状況を踏まえて県計画の見直しを行うこととする。

【令和８年４月１日施行】
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資料２

参考：市町村子ども・子育て支援事業計画の概要

幼児教育・保育に係る量の見込み（需要量）及びその提供体制の確保方策（供給量）などを定めた
法定の計画。
※都道府県の計画は、市町村計画で定める計画値等をとりまとめたもの。
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